
 

 

 

平成２２年４月１６日 

 

中小企業に対するリースの支払猶予について 

 
 

 我が国経済の基礎を支える中小企業の経営安定化に向けて、経済産業省は、

リース会社に対し、中小企業からリースに関する支払猶予や契約期間延長等の

申込みがあった場合には、柔軟かつ適切な対応を行うよう要請することとしま

した。具体的には、社団法人リース事業協会に対し、所属するリース会社に要

請を周知徹底することを求めることとしました。 

 
 
１．我が国経済は回復基調にありますが、依然予断を許さない情勢にあり、特に、

我が国経済の基礎を支える中小企業の経営の安定化を図ることは重要な課題

です。 

 

２．このため、経済産業省としては、昨年１２月に施行された中小企業金融円滑

化法の趣旨も踏まえ、同法の対象金融機関とはなっていないリース会社におい

ても、中小企業からリースに関する支払猶予や契約期間延長等の申込みがあっ

た場合には、柔軟かつ適切な対応を行うよう要請することとしました。具体的

には、社団法人リース事業協会に対し、所属するリース会社に要請を周知徹底

することを求めることとしました。 

 

３．こうした取組を通じ、我が国中小企業の資金繰りが円滑化し、経営の安定化

が図られることを、期待いたします。 
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